
一
頁

○
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
一
号

文
部
科
学
省
人
事
評
価
実
施
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
五
日

文
部
科
学
大
臣

塩
谷

立

文
部
科
学
省
人
事
評
価
実
施
規
程

（
総
則
）

第
一
条

文
部
科
学
省
の
職
員
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
職
員
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
長
官
、
次
長
及
び
審
議
官
を
除
く
。
）
、
文
化
庁
の
職

員
（
文
化
庁
長
官
、
次
長
、
審
議
官
及
び
文
化
財
鑑
査
官
を
除
く
。
）
及
び
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
職
員
（
教
育
公
務
員

特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
（
文
部
科

学
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
人
事
評
価
は
、
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
、
人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三

十
一
号
）
、
人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
内
閣
官
房
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
、
教
育
公
務
員
特

例
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と



二
頁

こ
ろ
に
よ
り
実
施
す
る
。

（
人
事
評
価
の
実
施
の
除
外
）

第
二
条

人
事
評
価
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
な
い
。

一

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。

）
二

実
施
権
者
が
給
与
等
へ
の
反
映
の
余
地
が
な
い
も
の
と
し
て
指
定
す
る
臨
時
的
職
員

（
評
価
者
、
調
整
者
、
実
施
権
者
等
）

第
三
条

人
事
評
価
の
評
価
者
、
調
整
者
及
び
実
施
権
者
は
、
別
表
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

実
施
権
者
は
、
人
事
評
価
の
目
的
に
沿
っ
た
適
正
な
運
用
に
資
す
る
よ
う
、
評
価
者
又
は
調
整
者
の
補
助
者
を
そ
れ
ぞ
れ

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
評
価
者
又
は
調
整
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
者
を
指
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

補
助
者
を
置
い
た
場
合
は
、
被
評
価
者
に
対
し
て
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
事
評
価
記
録
書
及
び
評
語
の
基
準
）

第
四
条

人
事
評
価
は
、
別
紙
一
「
人
事
評
価
記
録
書
」
（
以
下
「
記
録
書
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す



三
頁

る
。

２

人
事
評
価
の
評
語
は
、
別
紙
二
「
評
語
等
の
解
説
」
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
評
価
の
実
施
）

第
五
条

定
期
評
価
は
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
に
よ
り
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
を
単
位
と

し
て
実
施
す
る
。

２

定
期
評
価
の
評
価
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

能
力
評
価

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月
三
十
日
ま
で

二

業
績
評
価

毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

３

能
力
評
価
に
お
け
る
評
価
項
目
及
び
評
価
項
目
に
係
る
能
力
が
具
現
さ
れ
る
べ
き
行
動
は
、
被
評
価
者
の
職
務
の
種
類
、

所
属
す
る
部
局
又
は
機
関
等
及
び
職
制
上
の
段
階
に
応
じ
、
別
紙
三
の
と
お
り
と
す
る
。

４

定
期
評
価
は
、
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
紙
四
「
実
施
要
領
」
に
従
い
実
施
す
る
。

（
自
己
申
告
）

第
六
条

評
価
者
は
、
次
条
の
評
価
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
参
考
と
す
る
た
め
、
被
評
価
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該



四
頁

評
価
期
間
中
の
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
に
関
す
る
自
ら
の
認
識
そ
の
他
評
価
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て

申
告
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
評
価
、
調
整
及
び
確
認
）

第
七
条

評
価
者
は
、
全
体
評
語
及
び
個
別
評
語
を
付
す
こ
と
に
よ
り
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

調
整
者
は
、
評
価
者
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
、
不
均
衡
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行
い
、
全
体
評
語
を

付
す
こ
と
に
よ
り
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

実
施
権
者
は
、
調
整
者
に
よ
る
調
整
（
別
表
一
に
お
い
て
、
調
整
者
を
指
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
評
価
者
に
よ
る
評

価
）
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
記
録
書
の
実
施
権
者
欄
に
氏
名
及
び
確
認
の
日
付
を
記
載
す
る

こ
と
に
よ
り
、
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

補
助
者
は
、
評
価
者
又
は
調
整
者
に
対
し
、
被
評
価
者
の
職
務
遂
行
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
評
価
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
評
価
結
果
の
開
示
）

第
八
条

評
価
者
は
、
被
評
価
者
の
開
示
に
関
す
る
意
思
の
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
評
価
結
果
の
開
示
を
希
望
し
な
い
被
評
価



五
頁

者
を
除
き
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
を
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
評
価
結
果
の
開
示
を
希
望
し
な
い
被
評
価
者
に
つ
い
て
、
当
該
被
評
価
者
に
係
る
定
期
評

価
の
全
体
評
語
が
、
六
段
階
評
価
の
職
員
に
あ
っ
て
は
「
不
十
分
」
又
は
「
や
や
不
十
分
」
、
三
段
階
評
価
の
職
員
に
あ
っ

て
は
「
Ｃ
」
、
二
段
階
評
価
の
職
員
に
あ
っ
て
は
「
乙
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
全
体
評
語
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
二
項
に
よ
る
評
価
結
果
の
開
示
は
、
原
則
と
し
て
口
頭
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
面
談
）

第
九
条

評
価
者
は
、
実
施
権
者
の
確
認
が
行
わ
れ
た
後
、
期
末
面
談
に
お
い
て
、
被
評
価
者
に
前
条
に
規
定
す
る
評
価
結
果

の
開
示
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
及
び
そ
の
根
拠
と
な
る
事
実
に
基
づ
き
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

評
価
者
は
、
評
価
期
間
の
開
始
に
際
し
、
業
績
評
価
に
つ
い
て
の
目
標
の
設
定
そ
の
他
被
評
価
者
が
果
た
す
べ
き
役
割
を

確
定
す
る
た
め
に
被
評
価
者
と
期
首
面
談
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
期
首
面
談
は
、
期
末
面
談
に
合
わ
せ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
評
価
補
助
者
は
、
目
標
設
定
の
補
助
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

評
価
者
は
、
期
首
面
談
又
は
期
末
面
談
に
、
評
価
補
助
者
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
期
末
面
談
に
お
い



六
頁

て
、
前
条
に
規
定
す
る
評
価
結
果
の
開
示
を
行
う
際
に
も
評
価
補
助
者
を
同
席
さ
せ
る
場
合
に
は
、
被
評
価
者
の
十
分
な
理
解

と
同
意
を
得
た
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

４

評
価
者
は
、
指
導
及
び
助
言
等
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
観
点
か
ら
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
期
首
面
談
又
は
期
末
面
談

に
つ
い
て
、
評
価
補
助
者
と
認
識
を
共
有
し
、
評
価
補
助
者
及
び
被
評
価
者
の
十
分
な
理
解
と
同
意
を
得
た
上
で
、
評
価
補

助
者
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
期
末
面
談
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
評
価
結
果
の
開
示
を
評
価
補
助
者

に
代
行
さ
せ
る
場
合
に
は
、
評
価
及
び
評
価
結
果
の
開
示
は
あ
く
ま
で
も
評
価
者
の
責
任
の
下
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に

十
分
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
面
談
に
必
要
な
事
項
は
、
別
紙
四
「
実
施
要
領
」
で
定
め
る
。

（
定
期
評
価
に
つ
い
て
の
異
な
る
取
扱
い
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
の
定
期
評
価
の
実
施
に
際
し
て
は
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
（
個
別
評
語
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

一

別
表
二
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員

二

留
学
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
長
期
間
の
研
修
を
受
け
て
い
る
職
員



七
頁

（
特
別
評
価
の
実
施
）

第
十
一
条

特
別
評
価
は
、
条
件
付
任
用
期
間
（
条
件
付
採
用
期
間
及
び
条
件
付
昇
任
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
職

員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
の
条
件
付
任
用
期
間
開
始
後
五
ヶ
月
を
経
過
し
た
日
に
、
能
力
評
価
に
よ
り
実
施
す
る
。

２

特
別
評
価
は
、
条
件
付
任
用
期
間
を
評
価
期
間
と
し
て
実
施
す
る
。

３

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
特
別
評
価
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

特
別
評
価
は
、
次
条
及
び
別
紙
四
「
実
施
要
領
」
に
従
い
実
施
す
る
。

（
特
別
評
価
の
手
続
）

第
十
二
条

特
別
評
価
の
手
続
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
続
き
を
準
用
す
る

も
の
と
す
る
。

一

条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員

第
七
条
（
個
別
評
語
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

二

条
件
付
昇
任
期
間
中
の
職
員

第
七
条
（
個
別
評
語
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
八
条

（
記
録
書
の
提
出
及
び
保
管
）

第
十
三
条

実
施
権
者
は
、
実
施
権
者
と
任
命
権
者
が
異
な
る
職
員
に
係
る
記
録
書
を
、
確
認
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算



八
頁

し
て
十
日
以
内
に
任
命
権
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

記
録
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
、
実
施
権
者
の
確
認
の
日
の
翌
日

か
ら
五
年
間
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

一

実
施
権
者
と
任
命
権
者
が
同
一
で
あ
る
職
員
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
、
科
学
技
術
・
学
術
政
策
研
究
所
及
び
日
本
学

士
院
の
職
員
を
除
く
。
）
に
係
る
記
録
書

大
臣
官
房
人
事
課
長

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
記
録
書

大
臣
官
房
人
事
課
長

三

前
二
号
以
外
の
記
録
書

任
命
権
者

（
職
員
の
異
動
又
は
併
任
へ
の
対
応
）

第
十
四
条

職
員
の
異
動
又
は
併
任
に
つ
い
て
は
、
別
紙
四
「
実
施
要
領
」
に
従
い
、
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

（
苦
情
へ
の
対
応
）

第
十
五
条

職
員
の
苦
情
へ
の
対
応
は
、
別
表
三
の
「
苦
情
相
談
員
・
苦
情
処
理
機
関
」
を
設
け
、
別
紙
五
「
苦
情
対
応
要
領

」
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

苦
情
相
談
又
は
苦
情
処
理
に
関
わ
っ
た
職
員
は
、
苦
情
申
出
の
あ
っ
た
事
実
及
び
当
該
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
秘
密
の
保



九
頁

持
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
細
則
）

第
十
六
条

こ
の
規
程
の
実
施
に
際
し
必
要
な
事
項
は
、
大
臣
官
房
人
事
課
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

（
定
期
評
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

文
部
科
学
省
本
省
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
四
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
国
立

教
育
政
策
研
究
所
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
五
号
）
第
三
条
第
二

項
中
「
十
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
月
一
日
」
と
す
る
。

２

文
部
科
学
省
本
省
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
及
び
国
立
教
育
政
策
研
究
所
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程

は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

実
施
さ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
定
手
続
が
終
了
し
た
時
点
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。
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３

文
部
科
学
省
本
省
職
員
勤
務
評
定
実
施
規
程
第
十
三
条
第
二
項
及
び
国
立
教
育
政
策
研
究
所
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
勤

務
評
定
実
施
規
程
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
評
定
記
録
書
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
八
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
五
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
七
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
二
十
六
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
二
号
）

こ
の
訓
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
施
行
の
日
（
平
成
二
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十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
六
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
五
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
八
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
四
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
八
月
十
五
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
三
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
十
五
日
か
ら
実
施
し
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
文
部
科
学
省
人
事
評
価
実
施
規
程

の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
四
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
二
十
二
号
）
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頁

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
文
部
科
学
省
人
事
評
価
実
施
規
程
別
表
一

及
び
別
表
三
（
「
生
涯
学
習
政
策
局
」
を
「
総
合
教
育
政
策
局
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
六

日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
三
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
八
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
九
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
九
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
九
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
一
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
二
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
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２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
訓
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
文
部
科
学
省
人
事
評
価
実
施
規
程
第
二
条
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則
（
令
和
六
年
九
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
一
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
九
月
十
七
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
二
号
）

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。



別表一（第三条関係）

１．事務次官、文部科学審議官、国際統括官

被評価者 評価者 調整者 実施権者

事務次官 大臣 実施しない 大臣

文部科学審議官 大臣 実施しない 大臣

国際統括官 事務次官 大臣 大臣

２．大臣官房（総務課及び国際課並びに文教施設企画・防災部を除く。）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

局長級職員 事務次官 大臣 大臣

部長級職員 官房長 事務次官 大臣

課長級職員 官房長 事務次官 事務次官

室長級職員 課長級職員 官房長 官房長

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 官房長又は課長級 官房長

級職員 職員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 官房長

補佐級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 官房長

補佐級職員

自動車運転手 課長補佐級職員 課長級職員 官房長

３.大臣官房総務課

被評価者 評価者 調整者 実施権者

課長級職員 官房長 事務次官 事務次官

室長級職員 課長級職員 官房長 官房長

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 官房長又は課長級 官房長

級職員 職員

係長級職員 課長級職員、室長級 官房長、課長級職 官房長

職員又は課長補佐級 員又は室長級職員

職員

係員級職員 課長級職員、室長級 官房長、課長級職 官房長

職員又は課長補佐級 員又は室長級職員

職員

４．大臣官房国際課

被評価者 評価者 調整者 実施権者

課長級職員 国際統括官 事務次官 事務次官

室長級職員 課長級職員 国際統括官 国際統括官

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 国際統括官又は課 国際統括官

級職員 長級職員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 国際統括官

補佐級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 国際統括官

補佐級職員
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５．大臣官房文教施設企画・防災部

被評価者 評価者 調整者 実施権者

部長 官房長 事務次官 大臣

課長級職員 部長 官房長 事務次官

室長級職員 課長級職員 部長 官房長

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 部長又は課長級職 官房長

級職員 員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 官房長

補佐級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 官房長

補佐級職員

６．各局（高等教育局私学部を除く。）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

局長 事務次官 大臣 大臣

部長級職員 局長 事務次官 大臣

課長級職員 局長 事務次官 事務次官

室長級職員 課長級職員 局長 局長

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 局長又は課長級職 局長

級職員 員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 局長

補佐級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 局長

補佐級職員

７．高等教育局私学部

被評価者 評価者 調整者 実施権者

部長 局長 事務次官 大臣

課長級職員 部長 局長 事務次官

室長級職員 課長級職員 部長 局長

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 部長又は課長級職 局長

級職員 員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 局長

補佐級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員 局長

補佐級職員

８．国際統括官のつかさどる職務を助ける官職

被評価者 評価者 調整者 実施権者

課長級職員 国際統括官 事務次官 事務次官

室長級職員 課長級職員 国際統括官 国際統括官

課長補佐級職員 課長級職員又は室長 国際統括官又は課 国際統括官

級職員 長級職員

係長級職員 室長級職員又は課長 課長級職員又は室 国際統括官

補佐級職員 長級職員

係員級職員 室長級職員又は課長 課長級職員又は室 国際統括官

補佐級職員 長級職員
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９．国立教育政策研究所（一般行政）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

所長 文部科学審議官 事務次官 事務次官

部長級職員 次長 所長 所長

課長級職員 総務部長 次長 所長

課長補佐級職員 課長級職員 部長級職員 所長

係長級職員 課長級職員 部長級職員 所長

係員級職員 課長級職員 部長級職員 所長

１０．国立教育政策研究所（研究）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

次長 所長 事務次官 事務次官

部長級職員 次長 所長 所長

室長級職員 部長級職員 次長 所長

１１．科学技術・学術政策研究所（一般行政及び技能・労務）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

所長 文部科学審議官 事務次官 事務次官

課長級職員 総務研究官 所長 所長

課長補佐級職員 課長級職員 所長 所長

係長級職員 課長級職員 所長 所長

係員級職員 課長級職員 所長 所長

１２．科学技術・学術政策研究所（研究）

被評価者 評価者 調整者 実施権者

総務研究官 所長 事務次官 事務次官

部長級職員 総務研究官 所長 所長

室長級職員 部長級職員 総務研究官 所長

主任研究官級職員 室長級職員 部長級職員 所長

研究官級職員 室長級職員 部長級職員 所長

研究補助員級職員 室長級職員 部長級職員 所長

１３．日本学士院

被評価者 評価者 調整者 実施権者

事務長 院長 研究振興局長 院長

係長級職員 事務長 院長 院長

係員級職員 事務長 院長 院長

１４．スポーツ庁

被評価者 評価者 調整者 実施権者

長官 大臣 実施しない 大臣

次長 長官 大臣 大臣

部長級職員 次長 長官 大臣

１５．文化庁

被評価者 評価者 調整者 実施権者

長官 大臣 実施しない 大臣

次長 長官 大臣 大臣

部長級職員 次長 長官 大臣
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備考

１．本表に掲げる官職については、個別の官職名を記載している場合を除き、文部科学省

に置かれる官職の属する職制上の段階等に関する訓令（平成２１年文部科学省訓令第４

号）に規定する標準的な官職とする。ただし、高度分析交渉官は「課長級職員」に含む

ものとする。（別表二並びに別紙一及び別紙二において同じ）

２．本省の「課長補佐級職員」、「係長級職員」及び「係員級職員」について、評価者に

「課長級職員」を指定した場合には、調整者に「課長級職員」を指定することはできな

い。ただし、調整者を評価者の業務実態上の監督者の中から指定する場合を除く。

３．本省の「係長級職員」及び「係員級職員」について、評価者に「課長級職員」を指定

した場合には、調整者に「室長級職員」を指定することはできない。

４．本省の「係長級職員」及び「係員級職員」について、評価者に「室長級職員」を指定

した場合には、調整者に「室長級職員」を指定することはできない。ただし、調整者を

評価者の業務実態上の監督者の中から指定する場合を除く。
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別表二（第十条関係）

（１）本省

事務次官級職員、本省局長級職員、本省部長級職員

（２）施設等機関

国立教育政策研究所長、科学技術・学術政策研究所長、科学技術・学術政策研究所

総務研究官

（３）スポーツ庁

スポーツ庁長官、スポーツ庁次長、スポーツ庁部長級職員

（４）文化庁

文化庁長官、文化庁次長、文化庁部長級職員
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別表三（第十五条関係）

１．苦情相談員一覧

部局等 相談員 対象となる職員

本省、日本学士院、スポーツ庁 大臣官房人事課人事企画官、 全ての職員（国立教育政策研究

及び文化庁 同人事評価調整官、同計画 所の職員及び科学技術・学術政

調整班主査、同計画調整班評 策研究所の職員を除く。）

価係長

総合教育政策局政策課長、同 総合教育政策局の職員

総務担当課長補佐

初等中等教育局初等中等教 初等中等教育局の職員

育企画課長、同総務担当課長

補佐

高等教育局高等教育企画課 高等教育局の職員

長、同総務担当課長補佐

科学技術・学術政策局政策 科学技術・学術政策局の職員

課長、同総務担当課長補佐

研究振興局振興企画課長、 研究振興局の職員、日本学士

同総務担当課長補佐 院の職員

研究開発局開発企画課長、 研究開発局の職員

同総務担当課長補佐

スポーツ庁政策課長、同総 スポーツ庁の職員

務担当課長補佐、同総務係

長

文化庁政策課長、同総務担 文化庁の職員

当課長補佐、同総務係長

国立教育政策研究所 総務課長、人事担当課長補佐、国立教育政策研究所の職員

同人事係長

科学技術・学術政策研究所 総務課長、人事担当課長補佐、科学技術・学術政策研究所の

同庶務係長 職員

２．苦情処理窓口一覧

部局等 窓口 対象となる職員

本省、日本学士院、スポーツ庁 大臣官房人事課計画調整班 全ての職員（国立教育政策研究

及び文化庁 評価係 所の職員及び科学技術・学術政

策研究所の職員を除く。）

国立教育政策研究所 総務課人事係 国立教育政策研究所の職員

科学技術・学術政策研究所 総務課庶務係 科学技術・学術政策研究所の

職員

３．審理機関

部局等 審理機関（決裁権者）

本省、日本学士院、スポーツ庁 大臣官房人事課人事評価調整官、同計画調整班、同任用班、

及び文化庁 同給与班（大臣官房人事課長）

国立教育政策研究所 総務課（総務課長）

科学技術・学術政策研究所 総務課（総務課長）
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